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発 表 記 者 ク ラ ブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、  

栃木県政記者クラブ、刀水記者クラブ、テレビ記者会、 

埼玉県政記者クラブ、千葉県政記者クラブ、 

東京都庁記者クラブ、国土交通記者会 

 

問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 関東地方整備局 TEL：048-601-3151(代表) 

FAX：048-600-1378 

河川部 広域水管理官  加藤 智博（内線 3516） 

 

第５回利根川・江戸川有識者会議を別添のとおり行いますのでお知らせします。 

国 土 交 通 省 同 時 発 表 

平成２４年９月２１日（金） 

国土交通省関東地方整備局 

河 川 部 



「第５回利根川・江戸川有識者会議」の開催について 

 
平成２４年９月２１日 

1． 利根川・江戸川有識者会議の概要 

本会議は、河川管理者である関東地方整備局長が、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画（案）」

を作成するにあたり、河川法第１６条の２第３項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴

く場として設置するものです。（審議等により何らかの決定を行うものではありません。） 

「利根川・江戸川有識者会議規約」については別紙１のとおりです。 

 

2． 開催日時 

平成２４年９月２５日（火） １０時００分から 

 

3． 開催場所 

日本青年館 ３階国際ホール 

東京都新宿区霞ヶ丘７－１ 

最寄り駅：ＪＲ中央・総武線「千駄ヶ谷駅」「信濃町駅」いずれも徒歩約９分 

東京メトロ銀座線「外苑前駅」３出口から徒歩約７分 

都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」Ａ２出口から徒歩約７分 

 

4． 議事（予定） 

・これまでの経緯について 

・治水対策に係る目標流量について 等 

 

5． 公開等 

・会議は公開で行います。 

・カメラ撮りは、冒頭部分のみ可能です。 

・その他、詳細については「利根川・江戸川有識者会議公開規定（別紙２）」をご覧下さい。 

 

6．傍聴希望者の受付 

・受付日時 平成２４年９月２５日（火） ９：００～１０：００ 

・受付場所 日本青年館 ３階国際ホール入り口 

・傍聴に際して、事前の登録は不要です。 

・傍聴希望者は、受付にて必要事項を記入のうえ、会場へ入場願います。 

・受付証明確認のため、受付にて「受付証」をお渡ししますので着用願います。なお、お帰りの

際には「受付証」を受付に返却下さい。 

・受付は先着順とし、会場の都合上、座席数は一般傍聴者用約３０席、報道関係者用約３０席に

なります。満席になり次第、受付を終了させて頂きますので、あらかじめご了承下さい。 

 

7．傍聴にあたっての注意事項 

・当日、建物は他の団体も使用していますので、他団体の迷惑にならないようご協力をお願いし

ます。 

・事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。 

・会議の円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従って下さい。 

・その他、詳細については「利根川・江戸川有識者会議傍聴規定（別紙３）」をご覧下さい。 

 

8．その他 

・開催に際して不明な点がありましたら以下まで問い合わせ願います。 

国土交通省関東地方整備局 河川部河川計画課 藤田又は内田 

電話０４８－６０１－３１５１（内線３６１６、３６４１） 

別 添 



利根川・江戸川有識者会議規約 

（名称） 

第１条  本会は、｢利根川・江戸川有識者会議｣（以下｢会議｣という。）と称する｡ 

 

（目的） 

第２条  本会議は、河川管理者である国土交通省関東地方整備局長（以下「局長」という。）が「利根

川水系利根川・江戸川河川整備計画（案）」を作成するにあたり、河川法第１６条の２第３項の

趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置するものである。 

 

（組織等） 

第３条  会議の委員は、局長が委嘱する。 

 ２  会議は、別表で掲げる委員及びオブザーバーで構成する。 

 ３  委員の任期は「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画」が策定されるまでとする。 

 

（座長） 

第４条  会議には座長を置くこととし、座長は委員間の互選によってこれを定める｡ 

 ２  座長は会議を代表し、会議の円滑な運営と進行を総括する。 

 ３  座長は会議の秩序維持のために必要な措置を事務局に命ずることができる。 

 ４  座長に事故がある時は、座長が予め指名した委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条  会議は、局長より委任された利根川上流河川事務所長が招集するものとする。 

 ２  委員の代理出席は認めない。ただしオブザーバーはこの限りではない。 

 

（公開） 

第６条  会議は原則公開とし、会議の公開方法については会議で定める。 

 

（事務局） 

第７条  会議の事務局は、国土交通省関東地方整備局河川部、利根川上流河川事務所、利根川下流河

川事務所及び江戸川河川事務所並びに高崎河川国道事務所等に置く。 

 ２  事務局は、会議運営に係る庶務を処理する。 

 ３  事務局は、第４条３項に基づく座長の指示により、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（規約の改正） 

第８条  本規約の改正は、委員総数の３分の２以上の同意を得て行うものとする。 

 

（雑則） 

第９条  この規約に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項については、委員総数の２分の

１以上の同意を得て行うものとする。 

 

（附則） 

 この規約は平成１８年１２月４日から施行する。 

別紙１ 



別表 

 

利根川・江戸川有識者会議 

 

委員 

淺枝 隆 （埼玉大学大学院教授） 

石野 栄一 （株式会社埼玉新聞社編集局長） 

江崎 保男 （兵庫県立大学教授） 

大熊 孝 （新潟大学名誉教授）※ 

岡本 雅美 （元日本大学教授） 

川上 俊也 （株式会社茨城新聞社編集局次長） 

小池 俊雄 （東京大学大学院教授）※ 

小瀧 潔 （千葉県水産総合研究センター内水面水産研究所長） 

阪田 正一 （立正大学特任教授） 

佐々木 寧 （埼玉大学名誉教授） 

清水 義彦 （群馬大学大学院教授） 

須田 雅彦 （株式会社上毛新聞社論説室論説副委員長）※※ 

関 良基 （拓殖大学准教授）※ 

野呂 法夫 （株式会社中日新聞社東京新聞特別報道部次長） 

福岡 捷二 （中央大学研究開発機構教授） 

藤吉 洋一郎 （大妻女子大学教授） 

宮村 忠 （関東学院大学名誉教授） 

虫明 功臣 （東京大学名誉教授） 

山越 克雄 （株式会社下野新聞論説委員） 

鷲谷 いづみ （東京大学大学院教授） 

渡辺 鉱 （株式会社千葉日報社論説員）※※ 

 

五十音順 敬称略 

 

オブザーバー 

関係都県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都） 

 

※ 新たな委員（利根川水系の洪水流出に関する分野の学識経験者） 

※※所属機関からの申し出を踏まえ交代 



 

利根川・江戸川有識者会議公開規定 

 

（目的） 

第１条  本規定は、利根川・江戸川有識者会議（以下「会議」という。）規約第６条の条項に基づき、

会議の公開の方法を定めるものである。 

 

（会議開催の周知） 

第２条  会議の開催が決まった場合、その開催日時、場所、傍聴手続き等について速やかに国土交通

省関東地方整備局、利根川上流河川事務所、利根川下流河川事務所及び江戸川河川事務所並び

に高崎河川国道事務所ホームページ（以下「ＨＰ」という）により一般に周知する。 

 

（会議の傍聴） 

第３条  会議の傍聴は可とし、傍聴に関し必要な事項を別途定めるものものとする。 

 

（資料の配付） 

第４条  会議で委員に配布される資料は、貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切

でないものを除き、会議の場で傍聴人にも配布する。 

 

（資料等の公開） 

第５条  会議で委員に配布された資料は、貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切

でないものを除き、ＨＰにて公表する。 

 ２  事務局は会議終了後速やかに議事録を作成し、発言者に確認後ＨＰにて公表するものとする。 

 

（その他） 

第６条  この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定める

ものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

 この規定は、平成１８年１２月４日から施行する。 

 

別紙２ 



 

利根川・江戸川有識者会議傍聴規定 

 

（目的） 

第１条  本規定は、利根川・江戸川有識者会議（以下「会議」という。）公開規定第３条の条項に基づ

き、会議の傍聴に関し必要な事項について定めるものである。 

 

（受付） 

第２条  事務局は傍聴人受付を設置するものとし、傍聴を希望する者は傍聴人受付にて住所、氏名、

年齢を記入するものとする。なお、受付は先着順とし、人数は傍聴席の数までとする。  

 ２  受付の開始は会議開始予定時刻の１時間前よりとする。 

 

（入室） 

第３条  傍聴人受付で受付を終了したもの（以下「傍聴人」という。）の会議会場への入室は、会議開

始予定時刻の１０分前とし、会議開始後の入場は認めない。 

   なお、受付を終了していないものの入室は認めない。 

 

（会議の傍聴） 

第４条  傍聴人は、以下の事項を遵守するものとする。 

   ① 会議の撮影、録画をしてはならない。 

    （ただし、会議冒頭での頭撮りを除く。） 

  ② 会議の録音をしてはならない。 

  ③ 発言、私語、談論等を行ってはならない。 

  ④ 発言への批判、可否の表明、ヤジ、拍手等は行ってはならない。 

  ⑤ プラカードを掲げる等の行為や、はちまき、腕章の類をしてはならない。 

  ⑥ ビラ等の配付を行ってはならない。 

  ⑦ みだりに傍聴人席を離れてはならない。 

  ⑧ 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、使用してはならない。 

  ⑨ 前項のほか会議の進行を妨げたり、会場の秩序を乱す行為をしてはならない。 

 

（退場等の措置） 

第５条  座長は、傍聴人が前項の規定に違反した場合には、傍聴人に会議会場よりの退場を命じるこ

とができるとともに、事務局に必要な措置を行うよう命じることができる。 

 

（その他） 

第６条  この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定める

ものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

 この規定は、平成１８年１２月４日から施行する。 

別紙３ 
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